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議第59号

京都市市税条例及び京都市非居住住宅利活用促進税条例の一部を

改正する条例の制定について

　京都市市税条例及び京都市非居住住宅利活用促進税条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。

令和８年５月18日提出

京 都 市 長 松 井 孝 治

京都市市税条例及び京都市非居住住宅利活用促進税条例の一部を

改正する条例

（京都市市税条例の一部改正）

第１条　京都市市税条例の一部を次のように改正する。

　　第28条の２の３第１項を次のように改める。

　　　法第317条の３の３第１項各号に掲げる者で本市の区域内に住所を有

するもの（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、同

項に定めるところにより、法第317条の３の３第２項各号に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

　　第28条の２の３第２項中「第317条の３の３第２項」を「第317条の３の

３第３項」に改める。

　　第46条中「が土地」の右に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては

200,000円」を削り、「1,500,000円」を「1,800,000円」に改める。

　　第81条第３項中「者」の右に「（別に定める者を除く。）」を加える。

　　附則第５条の２の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

　第５条の２　削除

　　附則第５条の３に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除）」を付し、同条第１項中「令和20年度」を「令和25年度」に改め、
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「平成11年から平成18年まで又は」を削り、「令和７年」を「令和12年」

に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５

条の４の２第５項」を「には、法附則第５条の４第５項」に改める。

　　附則第７条第１項第１号中「第25項第４号及び第37項」を「第24項第１

号及び第36項」に改め、同項第３号中「附則第15条第14項本文」を「附則

第15条第13項本文」に改め、同項第４号中「附則第15条第25項第１号、第

28項及び第32項」を「附則第15条第24項第３号、第27項及び第31項」に改

め、同項第５号を削り、同項第６号中「附則第15条第25項第３号」を「附

則第15条第24項第４号」に改め、同号を同項第５号とし、同号の次に次の

１号を加える。

　　⑹　法附則第15条第39項　３分の１

　　附則第８条第１項後段中「２分の１と」の右に「、法附則第15条の11第

１項に規定する条例で定める割合は３分の１と」を加え、同条第６項中

「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改める。

　　附則第16条の５第２項表以外の部分中「令和４年４月１日から令和８年

３月31日まで」を「令和７年４月１日から令和10年３月31日まで」に改め、

同条第３項中「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初

回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」

に改め、同条第４項を削る。

　　附則第17条の５の２第３項第２号中「、第５条の２及び」を「及び」に

改め、「、第５条の２第１項」を削る。

　　附則第17条の６第４項中「令和８年３月31日」を「令和11年３月31日」

に改める。

　　附則第18条の２第１項中「令和８年度」を「令和11年度」に、「附則第

34条の２第４項」を「附則第34条の２第５項」に改め、同条第２項中「令

和８年度」を「令和11年度」に、「附則第34条の２第５項」を「附則第34

条の２第６項」に改める。
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　　附則第19条の３の２第１項中「附則第35条の３の２第４項」を「附則第

35条の３の２第６項及び第10項」に改め、同条に次の１項を加える。

　３　非課税口座及び租税特別措置法第37条の14第５項第９号に規定する特

定課税未成年者口座（以下この項において「特定課税未成年者口座」と

いう。）を開設する所得割の納税義務者の同条第４項第１号に規定する

基準年の前年12月31日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座

につき同条第６項に規定する契約不履行等事由が生じた場合には、法附

則第35条の３の２第８項から第10項までに定めるところにより、市民税

に関する規定を適用する。この場合には、同条第８項から第10項までに

定めるところにより、附則第19条の２第１項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額又は附則第19条の２の２第１項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額を計算する。

　　附則第19条の３の３第１項中「附則第35条の３の３第６項」を「附則第

35条の３の４第６項」に改め、同条第２項中「附則第35条の３の３第２

項」を「附則第35条の３の４第２項」に改め、同条第３項前段中「附則第

35条の３の３第８項各号」を「附則第35条の３の４第８項各号」に改め、

同条の次に次の１条を加える。

　（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例）

　第19条の３の４　当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置

法第38条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する

場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第27条第１

項及び第27条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第35

条の３の６第４項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額に対

し、同項から同条第６項までに規定するところにより、市民税の所得割

を課する。

　　附則第24条中「附則第５条の２及び第５条の３」を「附則第５条の３」

に、「附則第５条の２第１項及び第５条の３第１項」を「同条第１項」に
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改める。

　　附則第25条第１項各号列記以外の部分中「第13項」を「第12項」に改め、

同項第２号中「附則第56条第13項」を「附則第56条第12項」に改め、同条

第２項中「同条第14項」を「同条第13項」に改める。

　　附則第32条中「附則第５条の４の２第７項」を「附則第５条の４第７

項」に改める。

（京都市非居住住宅利活用促進税条例の一部改正）

第２条　京都市非居住住宅利活用促進税条例の一部を次のように改正する。

　　第７条各号中「課税標準となるべき価格」を「課税標準額」に改める。

　　第８条中「200,000円」を「300,000円」に改める。

　　第13条第２項中「者」の右に「（別に定める者を除く。）」を加える。

　　附則第３項中「200,000円」を「300,000円」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条　この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

　⑴　第１条中第28条の２の３の改正規定、附則第５条の３第１項の改正規

定（「令和20年度」を「令和25年度」に改める部分及び「令和７年」を

「令和12年」に改める部分に限る。）並びに附則第19条の３の２及び第

19条の３の３の改正規定並びに次条第１項の規定　令和９年１月１日

　⑵　第１条中第46条の改正規定並びに第２条中第８条及び附則第３項の改

正規定並びに附則第３条第１項の規定　令和９年４月１日

　⑶　第１条中附則第19条の３の３の次に１条を加える改正規定及び次条第

２項の規定　金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正す

る法律（令和８年法律第　　　号）の施行の日の属する年の翌々年の１

月１日

（市民税に関する規定の適用区分）
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第２条　第１条の規定による改正後の京都市市税条例（以下「改正後の市税

条例」という。）第28条の２の３第１項の規定は、令和９年１月１日以後

に支払を受けるべき公的年金等について提出する同項の規定による申告書

について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した

第１条の規定による改正前の京都市市税条例第28条の２の３第１項の規定

による申告書については、なお従前の例による。

２　改正後の市税条例附則第19条の５の規定は、附則第１条第３号に掲げる

規定の施行の日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用する。

（固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用区分）

第３条　改正後の市税条例第46条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。

２　令和６年４月１日から令和８年３月31日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定によ

る改正前の地方税法（以下「旧法」という。）附則第15条第25項に規定す

る特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。

３　平成30年４月１日から令和８年３月31日までの間に旧法附則第15条の11

第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実

演芸術公演施設に対して課する固定資産税及び都市計画税については、な

お従前の例による。

提案理由

　地方税法の一部改正により住宅借入金等特別税額控除が見直されたこと等

に伴い、規定を整備する等の必要があるので提案する。


